
ちょっと暮らし 利用までの流れ
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ちょっと暮らしの利用を希望される方は、美唄市役所 総務部企画財政課ふるさと創生係にメール
(iju@city.bibai.lg.jp)または電話(0126-62-3137)で事前にお問い合わせください。

利用施設・利用日数・利用人数等の聞き取りをし、施設に空き状況の確認をします。
施設をご利用いただけることの確認が取れたら、その旨のご連絡とあわせて利用に際し必要な書類を送付します。

書類の記載を行い、美唄市役所 総務部企画財政課ふるさと創生係までご提出ください。

書類の確認ができ、受付完了となりましたら、その旨をメールまたは電話でご連絡します。


